
別紙第２号書式

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　団体の概要

団体名

注１　団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合は、「団体名」

　　欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄は、普通会計の全職員数を記載すること。

２　財政指標等

標準財政規模（百万円）

地方債現在高（百万円）

積立金現在高（百万円）
　注　平成17年度（又は平成18年度）の地方財政状況調査及び公営企業決算状況調査の報告数値を記入すること。

　　　なお、一部事務組合等に係る財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率については、当該一部事務組合等

　　の構成団体の各数値を加重平均したものを用いるものとする（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険

　　資金について対象としない財政力指数１．０以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数

　　を記載すること。）。

３　合併市町村等における合併市町村基本計画等の要旨

　注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律

　　　第59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町

　　　村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２

　　　項に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置された

　　　ものに限る。）をいう。

　　３　□にレを付けた上で要旨を記載すること。また、要旨については、別様としても差し支えないこと。

４　財政健全化計画の基本方針等

  します。

　注　計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。

公 表 の 方 法 等
12月、もしくは３月議会の本会議、あるいは委員会において、補正予算提案時に
内容説明を行う。また、市ホームページ及び情報公開コーナーに掲載、配架し、
広く市民への周知を図る。

基 本 方 針

〔合併期日：平成○年○月○日〕

内　　　容

羽曳野市公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画

平成１９年度～平成２３年度

平成18年3月に策定した羽曳野市財政健全化計画（H17～21年度）をローリング
し、平成23年度までの計画とする。

計 画 名

計 画 期 間

47,874（18年度末）

区　　分

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村の合併市町村基本計画の要旨
　□　旧法による合併市町村の市町村建設計画の要旨
　□　該当なし

0.9（18年度）

1,434（18年度末）

うち公営企業債現在高(百万円)

98.8（18年度）

13.6（19年度）

既 存 計 画 と の 関 係

実質収支比率　　(％)

うち普通会計債現在高(百万円)

国調人口(H17.10. 1現在)

職員数(H19. 4. 1現在)

○次代に負担を先送りしないため、債務の削減を図ります。

577人
構成団体名

財政力指数

実質公債費比率　(％)

経常収支比率　　(％)

○収支バランスのとれた持続可能で自立的な財政運営を確立します。

○第５次総合基本計画の着実な実行を支えうる行財政システムを構築

 大阪府羽曳野市

21,532（18年度）

89,700（18年度末）

41,559（18年度末）

0.594（18年度）

118,695人



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。
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計
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小　　　計　　　　 (A)

事業債名

普
通
会
計
債

事業債名

小　　　計　　　　 (A)

一
般
会
計

出
資
債
等

普
通
会
計
債

(単位：千円)
年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高) 合　　計

37,171

12,799

24,372

37,171

12,799

24,372

(単位：千円)
年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

小　　　計　　　　 (A)

事業債名

普
通
会
計
債

小　　　計　　　　 (B)

地域改善対策特定事業債

義務教育施設整備事業債

(単位：千円)
年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高) 合　　計

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 37,171

小　　　計　　　　 (B)

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B)

小　　　計　　　　 (B)

　　　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B)

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

37,171

合　　計

旧 資 金 運 用 部 資 金
37繰上償還希望額

繰上償還希望額

37

2 2

繰上償還希望額

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

公営企業金融公庫資金

旧簡易生命保険資金



Ⅱ　財政状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① 公債費負担等債務の軽減

課 題 ② 他会計繰出金等の縮減

課 題 ③ 人件費の抑制

課 題 ④ 各種施設管理運営の効率化

課 題 ⑤ 収入の確保

留 意 事 項

　注１　「財務上の特徴」欄は、人口や産業構造、財政構造や地域特性等を踏まえて記載すること。また、

　　　財政指標等について、経年推移や類似団体との水準比較などをし、各自工夫の上説明すること。

　　２　「財政運営課題」欄は、税収入の確保、給与水準・定員管理の適正合理化、公債負担の健全化、

　　　公営企業繰出金の適正運用、地方公社・第三セクターの適正な運営等、団体が認識する財政運営上

　　　の課題及びその具体的施策について、優先度の高いものから順に記載する。また、財政運営課題と

　　　認識する理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　　３　「留意事項」欄は、「財政運営課題」で取り上げた項目の他に、財政運営に当たって補足すべき

　　　事項を記載すること。

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

　市民一人当りの市税収入額は、類似団体に比べ 38千円低いうえ、滞納繰越額が増加
傾向にあります。また、自主財源である分担金・負担金、使用料、手数料について
も、類似団体より最大で２千円低い値となっています。今後、徴収率の向上を図るほ
か、受益者負担の適正化の観点から、使用料、手数料等の見直しを進めます。

 比較的近接した区域に類似施設が立地するなどにより、人件費や物件費のコストが多
くかかっているため、施設の統廃合などに取り組み、経費削減と管理運営の効率化を
図ります。

　人口千人当りの職員数は、5.02人（H17.4.1）で、全国市町村平均の8.12人を大きく
下回っていますが、引き続き財政健全化計画に沿って、削減を進めます。また、地域
手当の国基準への見直しを行います。

　基幹的収入である市税については、18年度決算で前年度より僅かに持ち直したも
のの、ピークの平成９年度の約86％の水準に止まっています。また、市民一人当り
の市税収入額は、類似団体より38千円低く、脆弱な財政基盤となっています。

　歳出面では、人件費の抑制に努めていますが、退職手当や近年整備した施設の財
源として発行した地方債償還など、経常的な支出の増嵩により、経常収支比率が
98.8％と悪化（H17：95.0%）し、財政構造の硬直化が進行しています。

財 政 運 営 課 題

内　　　　容

　本市の財政の現状は、非常に厳しいものとなっています。

 他会計繰出金については、基準外繰出が多額であることなどから、市民一人当りの金
額で類似団体より 5千円高くなっています。そのため、各特別会計において、歳出の
削減と歳入の確保に取り組みます。また、一部事務組合負担金についても、組合の行
財政改革、財政健全化を促進し、負担金の縮減を図ります。

　普通会計における平成18年度の公債費決算額は 4,441百万円で、市民一人当りにす
ると 37千円となり、類似団体に比べ 7千円高い水準にあります。 今後、地方債新規
発行を抑制するなどにより、公債費負担の軽減を図ります。一方で、経営状況が厳し
さを増す土地開発公社への対応については、公社保有土地の取得に係る新たな公債費
負担が伴うことから、財政状況を慎重に見極めながら、経営健全化を促進します。

　収支の状況は、平成13年度より赤字財政で推移していましたが、平成18年度にお
いて、ようやく赤字を解消しました。

　しかし、財政調整基金を３億円取り崩しての解消であり、18年度末の同基金残高
は 391百万円と、今後の財源調整に使用できる額としては、乏しい状況にありま
す。



Ⅲ　今後の財政状況の見通し
（単位：百万円）

平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

地方税 13300 12637 12472 12622 12814 13667 13953 13827 14003 14175

地方譲与税 236 252 462 679 1018 250 250 250 250 250

交付金 1837 1902 2028 1997 1925 1576 1576 1576 1530 1530

地方交付税 8026 7594 7872 7696 7233 7199 6975 6796 7638 7521

小計（一般財源計） 23399 22385 22834 22994 22990 22692 22754 22449 23421 23476

分担金・負担金 238 210 230 297 297 309 309 309 309 309

使用料・手数料 609 622 609 618 544 548 548 548 548 548

国庫支出金 3959 4711 5303 4690 4383 4420 4413 4459 4464 4551

うち普通建設事業に係るもの 210 330 487 132 234 196 205 167 87 87

都道府県支出金 1932 1882 1632 1701 1793 1934 1977 2014 2052 2090

うち普通建設事業に係るもの 451 230 107 74 156 98 105 105 105 105

財産収入 382 1555 397 158 137 238 70 70 70 70

寄附金 75 169 62 72 17 5 5 5 5 5

繰入金 1032 458 368 113 632 1155 8 120 8 8

繰越金 199 247

諸収入 417 1745 2070 1961 1448 533 533 533 533 533

うち特別会計からの貸付金返済額

うち公社・三ｾｸからの貸付金返済額 1019 1572 1572 1019

地方債 2763 3993 2868 2126 3989 4098 2299 2333 504 233

特別区財政調整交付金

34806 37730 36373 34730 36230 36131 33163 32840 31914 31823

人件費　　　　　　　ａ 7405 7001 6866 6358 6062 6241 5769 5723 5548 4952

うち職員給 5159 4881 4679 4395 4163 4272 4030 3847 3718 3609

物件費　　　　　　　ｂ 4155 4121 4021 3931 3921 4024 4032 4050 4070 4090

維持補修費　　　　　ｃ 122 106 104 84 100 104 105 106 107 108

ａ＋ｂ＋ｃ＝　　　　ｄ 11682 11228 10991 10373 10083 10369 9906 9879 9725 9150

扶助費 6571 7424 7913 7840 7711 8020 8140 8299 8466 8636

補助費等 4691 4377 4204 3985 3722 3766 3733 3745 3759 3773

うち公営企業(法適)に対するもの

普通建設事業費 3297 4229 2664 1498 3875 2391 1999 2003 1076 805

うち補助事業費 1059 1174 1148 339 685 685 512 418 217 217

うち単独事業費 3238 3055 1516 1159 3190 1706 1487 1585 859 588

災害復旧事業費

失業対策事業費

公債費 4550 4050 4453 4373 4441 4437 4561 4470 4635 4714

うち元金償還分 3328 2936 3411 3416 3534 3572 3651 3557 3739 3842

積立金 255 642 72 153 41 238

貸付金 1046 1575 1572 1019 1805

うち特別会計への貸付金

うち公社、三ｾｸへの貸付金 1019 1572 1572 1019 1805

繰出金 4065 4473 4523 4583 4717 4858 4869 5009 5110 5202

うち公営企業(法非適)に対するもの 1814 1975 1808 1805 1746 1804 1754 1832 1870 1897

その他 707 1013 753 775 422 0 0 45 610 1467

35818 38482 37148 35152 36031 35884 33208 33450 33381 33747

　【財政指標等】

平成14年度平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

形式収支 -1012 -752 -775 -422 199 247 -45 -610 -1467 -1924

実質収支 -1086 -933 -805 -442 199 247 -45 -610 -1467 -1924

標準財政規模 21986 20888 21244 21326 21532 21606 21578 21271 22241 22281

財政力指数 0.609 0.598 0.584 0.584 0.594 0.605 0.617 0.621 0.618 0.613

実質赤字比率　　　(％) 4.9 4.5 3.8 2.1 0.2 2.9 6.6 8.6

経常収支比率　　　(％) 96.0 95.1 97.7 95.0 98.8 99.2 100.0 101.4 102.2 100.7

実質公債費比率    (％) － － － － 13.6 13.4 14.2 15.2 16.8 17.9

地方債現在高 48195 49252 48709 47419 47874 48400 47048 45824 42589 38980

積立金現在高 1803 2042 1798 1915 1434 1258 1251 1132 1125 1118

財政調整基金 737 688 539 651 391 291 291 179 179 179

減債基金 225 172 72 72 72 58 58 58 58 58

その他特定目的基金 841 1182 1187 1192 971 909 902 895 888 881

区　　分

（単位：百万円）

歳 入 合 計

区　　分

歳 出 合 計



Ⅳ　行政改革に関する施策

具　体　的　内　容

　課題③に対応し、羽曳野市財政健全化計画に基づいて、計画的に職員数の純減を図るほか、諸手当の見直しなどによる人件費の抑制
に取り組みます。

　課題③に対応し、平成17年4月1日現在 695人の職員数を、平成21年度までの５年間に５％以上削減します。そして、平成22年4月1
日時点で 660人以下とします。なお、この取組により、平成17年度に策定した市財政健全化計画（＝集中改革プラン）の目標は達成
されます。

　課題③に対応し、地域手当等諸手当の見直しや適正な給与制度の運用を通じて、人件費の抑制に取り組みます。

　課題③への対応として、給与構造の見直しについては既に、平成18年度に実施しました。また、地域手当については、経過措置期間
を設けているものの、国支給率６％に向けて、次のとおり順次、見直します。　　⇒  H１８：１０％、H１９：８％、H２１：７％、
H２２：６％

　住居手当の一律支給分については、財政健全化計画に沿って、平成20年度から22年度にかけて、段階的に削減するよう努めます。

◇　技能労務職員の給与のあり方
　平成19年7月9日付け総務省通知（「技能労務職員等の給与等の総合的な点検の実施について」）を踏まえ、技能労務職員等の給与等
の見直しに向けた取組方針について検討中。平成１９年度中に策定及び公表する予定。

◇　退職時特昇等退職手当のあり方 　平成17年4月1日付けで廃止済み。また、退職手当の構造見直しについては、平成21年度末までに実施する予定。

　羽曳野市職員福利厚生会助成金については、平成13年度末に廃止済み。　

　また、市町村健康保険組合については、現在、事業主負担と職員負担の割合が、４０：３１となっていますが、早期に１：１となる
よう適正化を図ります。

　課題④に対応し、羽曳野市財政健全化計画に基づいて、公共施設の統廃合を図るほか、指定管理者制度の拡充や新たな行革メニュー
の掘り起こしなどを通じて、物件費をはじめとする経費削減に取り組みます。

　これまで財政健全化計画に沿って、嘱託員・臨時職員賃金の削減や電子入札の導入、ごみ収集委託料の見直しなどにより、物件費の削減
に取り組んできました。 今後の取組としては、課題④に対応し、向野第１保育園、第２保育園を平成20年度に統廃合し、施設の管理運営費
の削減と効率化を図ります。このほか、予算編成を通じて、経費の徹底した削減に取り組むとともに、新たな行革メニューの掘り起こしを
通じて、より一層の削減に努めます。

　現在、14箇所21施設に対して指定管理者制度を導入しています。今後、市直営施設について、指定管理者制度など民間活力の導入を
視野に入れながら、前向きに研究・検討していきます。

項　　　目

１　合併予定市町村等にあってはその予定
　とこれに伴う行革内容

２　行革推進法を上回る職員数の純減や人
　件費の総額の削減

３　物件費の削減、指定管理者制度の活用
　等民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

○　物件費の削減

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用

◇　国家公務員の給与構造改革を
　踏まえた給与構造の見直し、地
　域手当のあり方

◇　福利厚生事業のあり方



Ⅳ　行政改革に関する施策（つづき）

具　体　的　内　容

　課題⑤への対応として、平成19年度より軽自動車税の収納をコンビニエンスストアで対応可能としました。今後、他税目及び督促状
での収納の実施を図り、市民の利便性を高め、収納率の向上に取り組みます。また、使用料、手数料等の見直し、各種減免制度の見直
し、新たな受益者負担の導入などにより、収入の確保を図ります。

　利用予定のない市有地について、計画期間中の各年度において 50百万円程度の売却を進めるほか、有効活用として、当面利用予定
のない土地の貸し付けを行います。

　課題①に対応し、羽曳野市土地開発公社の経営健全化に資するべく平成18年2月に、経営健全化計画（Ｈ18～22年度）を策定しまし
た。この計画に沿って、債務保証等対象保有土地の簿価総額の縮減を進めます。また、公社所有地の暫定利用など、可能な限り有効活
用を図ります。このほか、簿価上昇を抑えるため、市による無利子貸付を実施するなど、経営健全化を促進します。

　行政に対する市民の理解と信頼を得ながら、より一層の行政改革を進めるため、行政改革の取組や財政、職員数・給与等の状況の情
報開示の徹底に努めます。また、より効果的で効率的な行財政運営に資するため、行政評価システムの導入を進めるとともに、資産・
債務の適正な管理や資産の有効活用などを図るため、公会計の整備に取り組みます。

　行政に対する市民の理解と信頼のもとで、より一層の行政改革を推進するため、関連情報の開示の徹底に努めます。

◇　給与及び定員管理の状況の公表
　現在、羽曳野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員数、給与の状況等を市広報誌及びホームページで公表し
ています。くわえて、給与・定員管理等の状況を、各地方公共団体間の比較可能な国指定書式に基づき、ホームページにより公表して
います。今後、市民にとって、よりわかりやすい内容に改善しながら、即時性のある情報を追加提供していきます。

◇　財政情報の開示
　現在、羽曳野市財政状況説明に関する条例に基づき、予算執行状況等や予算、決算の概要を市広報誌及びホームページにて公表して
います。また、財政健全化計画の取組結果を広報誌等に掲載しているほか、各種資料を情報公開コーナーに配架しています。今後、公
会計制度と連動させながら、市民にとってわかりやすく、即時性のある情報を、多様な媒体を通じて提供していきます。

　国の要請に基づき、平成20年度決算をベースに、総務省改訂モデルでの公会計整備を行います。平成19・20年度は、資産台帳の整
備や連結決算対象となる関係団体との調整を図るなど必要な準備を進め、平成21年度からの運用を図ります。

　平成18年度において、前年度に実施した48事業を対象に事務事業評価の試行を行いました。引き続き19年度も試行を行い、試行結
果を踏まえ、評価シートの改良や評価方法を改善しながら、平成20年度における本格実施を目指します。

　課題①への対応として、予算編成におけるマイナスシーリングの設定などによる普通建設事業費の抑制や高金利借入地方債の繰上償
還を行い、公債費負担の軽減を図ります。

　また、課題②への対応については、各会計の収入の確保に努め、基準外繰出の縮減を図ります。

　清掃、消防への一部事務組合負担金については、柏原市、藤井寺市とともに構成市が適切に関与しながら、組合自体の行政改革、財
政健全化への取組を強化し、もって負担金の削減につなげていきます。

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ　財政状況の分析」の「財政運営課題」に揚げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱ

　　　に付した課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

７　その他

５　地方公社の改革や地方独立行政法人へ
　の移行の促進

項　　　目

４　地方税の徴収率の向上、売却可能資産
　の処分等による歳入の確保

○　行政評価の導入

６　行政改革や財政状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政改革や財政状況に関する情報公開

○　公会計の整備



Ⅴ　繰上償還に伴う行政改革推進効果
１　主な課題と取組及び目標

　注　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

757 738 695 688 677 674 667 660 660 660

-43 -19 -43 -7 -11 -123 -3 -7 -7 0 0 -17

職員数のうち一般行政職員数 418 408 395 391 401 398 391 384 384 384

増減数 -18 -10 -13 -4 10 -35 -3 -7 -7 0 0 -17

職員数のうち教育職員数 59 54 50 52 49 49 49 49 49 49

増減数 -3 -5 -4 2 -3 -13 0 0 0 0 0 0

職員数のうち警察職員数

増減数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

職員数のうち消防職員数

増減数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

職員数のうち技能労務職員数 66 66 56 56 46 46 46 46 46 46

増減数 -5 0 -10 0 -10 -25 0 0 0 0 0 0

その他の職員数（公営企業職員ほか） 214 210 194 189 181 181 181 181 181 181

増減数 -17 -4 -16 -5 -8 -50 0 0 0 0 0 0

－ － － － 13.6 13.4 14.2 15.2 16.8 17.9

-0.2 0.8 1.0 1.6 1.1 4.3

48,195 49,252 48,709 47,419 47,874 48,400 47,048 45,824 42,589 38,980

-565 1,057 -543 -1,290 455 -886 526 -1,352 -1,224 -3,235 -3,609 -8,894

6,423 6,114 5,873 5,592 5,257 5,226 4,966 4,771 4,652 4,532

393 702 943 1,224 1,559 4,821 31 291 486 605 725 2,138

8,968 8,604 8,329 8,000 7,743 7,894 7,870 7,901 7,936 7,971

-487 -123 152 481 738 761 -151 -127 -158 -193 -228 -857

　注１　歳出削減策のみならず、歳入確保策についても幅広く検討の上、記入すること。 5,582 1,281

　　２　「課題」欄については、「１　主な課題と取組及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。

　　３　改善額については、原則として、計画期間中(又は計画前５年間)の当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後の計画期間中(又は計画前５年間)も継続するものとして、 2
　　　各年度の改善額を計上すること。

    ４　計画期間中の改善額の合計については「計画合計」欄に計上し、計画前５年間の改善額の合計については「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　　５　「計画前５年間改善額　合計」欄及び「改善額　合計」欄については、人件費(退職手当を除く。)その他改善額を記入することが可能なものの合計を記入すること。

　　６　３による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」欄に計上し、計画期間内（又は

　　　計画前５年間）を通じての改善額しか算出できない項目については、当該計画期間内（又は計画前５年間）を通じた改善額を「計画合計」欄（又は「計画前５年間実績」欄）に計上すること。またその場合の

　　　改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に合わせて記入すること。

　　７　「(参考)補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５　繰上償還希望額」に記入した「旧資

　　　金運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　　８　必要に応じて行を追加して記入すること。

（単位：人、百万円）

改 善 額　　合　計

（参考）補償金免除額

人件費(退職手当を除く。)

改善額

4

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　公債費負担の健全化（地方債発行の抑制等）

３　公営企業会計に対する基準外繰出しの解消

４　その他

1

増減

課　題 取 組 及 び 目 標

職員数については、平成17年4月1日全職員数695人を平成22年4月1日時点で660人へと35人削減を行う。地域手当については、平成18年度10％を19年度8％、20年度8％、21
年度7％、22年度6％と段階的に削減する。

建設地方債発行を抑制し、建設地方債残高を平成16年度末現在387億円を平成21年度末330億円に57億円（15％）削減を目標とする。

各特別会計において、使用料等の収入確保に努め、基準外繰出の縮減に努める。

柔軟で弾力性のある財政構造を目指し、平成16年度末経常収支比率97.7％を平成21年度末90.0％に改善する、という財政健全化計画の数値目
標に向けて取り組んできた。

地方債現在高

実質公債費比率

増減

課　題 計画合計

職員数

増減数

計画前５年度
実　績

項　　目

実　　　　　績 目　　　　　標

行政管理経費（物件費　維持補修費　補助費等）

改善額

計画前５年間改善額　合計


